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乳酸･ピルビン酸専用容器確認のご案内 
 

 

 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、

厚くお礼申し上げます。 

さて、このたびⅠ1 容器におきまして除蛋白液量が規定より大幅に少ない容器が確認されました。そ

のため弊社の営業担当者により、当該検査容器の確認を実施させて頂くことになりましたのでご案内申

し上げます。 

また、検体採取時には容器に入っております除蛋白液の液量が１ｍＬ（容器にラインがあります）で

あることを確認していただいた上でご使用いただくようお願い申し上げます。 

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 

 
 

記 
 
 
 
《 対 象 容 器 》    乳酸･ピルビン酸専用容器（Ⅰ１容器）  

           容器の有効期限が、2011 年 5 月までのもの 
 

  

弊社の営業担当者が対象容器の除蛋白液量の確認を実施させて頂きます。 

除蛋白液量が少ない場合は、除蛋白不良となるリスクがあることと、希釈倍率が変わることにより 

データ変動が危惧されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至急 




